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）

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

の
対
象
拡
充

　

６
月
１
日
施
行
の
今
次
診
療

報
酬
改
定
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

物
価
高
騰
に
よ
る
医
療
機
関
等

の
物
件
費
負
担
の
増
加
を
踏
ま

え
、
医
科
歯
科
と
も
に
初
・
再

診
料
、入
院
料
が
引
き
上
が
る
。

協
会
・
保
団
連
は
大
幅
な
引
き

上
げ
を
求
め
て
き
た
が
、
現
時

点
で
の
上
げ
幅
は
不
明
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
２
０
２
６
年

度
以
降
の
更
な
る
物
価
高
騰
へ

の
対
応
と
し
て
「
物
価
対
応
料

（
医
科
）
／
歯
科
外
来
物
価
対

応
料（
歯
科
）
」
が
新
設
さ
れ
る
。

こ
の
点
数
は
、
２７
年
６
月
以
降

は
２
０
０
／
１
０
０
に
相
当
す

る
点
数
に
よ
り
２
段
階
方
式
と

な
る
。
さ
ら
に
、
前
回
２４
年
改

定
で
導
入
さ
れ
た
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
評
価
料
に
つ
い
て
は
、
対
象

職
種
が
拡
充
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
な
お
、
継
続
的
に
賃
上
げ
を

実
施
し
て
い
る
保
険
医
療
機
関

と
そ
れ
以
外
の
保
険
医
療
機
関

に
お
い
て
は
異
な
る
評
価
を
す

る
と
し
て
い
る
が
、
詳
細
は
不

明
。
こ
の
間
の
中
医
協
の
議
論

で
は
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
の

２４
・
２５
年
度
の
算
定
状
況
に
応

じ
て
差
を
付
け
る
と
し
て
い

る
。

　

ま
た
医
療
Ｄ
Ｘ
に
係
る
変
更

と
し
て
、
医
療
情
報
取
得
加

算
・
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
体
制
整
備

加
算
を
廃
止
し
、
電
子
的
診
療

情
報
連
携
体
制
整
備
加
算
が
新

設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
電

子
処
方
箋
の
発
行
体
制
の
有
無

等
で
点
数
に
差
が
設
け
ら
れ

る
。
初
・
再
診
料
へ
の
加
算

で
、
明
細
書
発
行
体
制
等
加
算

と
の
併
算
定
は
で
き
な
い
。

設
さ
れ
る
。
ま
た
、
対
象
患
者

に
脂
質
異
常
症
、
高
血
圧
症
、

糖
尿
病
、
慢
性
心
不
全
、
慢
性

腎
臓
病
の
い
ず
れ
か
を
有
し
介

護
給
付
（
予
防
含
む
）
を
受
け

て
い
る
要
介
護
被
保
険
者
等
が

追
加
さ
れ
る
。
２４
時
間
対
応
が

可
能
な
薬
局
と
の
連
携
は
、
緊

急
時
に
自
院
で
の
院
内
処
方
が

可
能
な
場
合
は
不
要
と
な
る
。

　

か
か
り
つ
け
医
機
能
を
評
価

す
る
機
能
強
化
加
算
に
お
い
て

は
、
施
設
基
準
に
「
地
域
包
括

診
療
加
算
（
料
）
の
デ
ー
タ
提

出
加
算
」
又
は
「
在
宅
時
医
学

総
合
管
理
料
又
は
在
宅
が
ん
医

療
総
合
診
療
料
の
在
宅
デ
ー
タ

提
出
加
算
」
を
届
け
出
て
い
る

　

生
活
習
慣
病
管
理
料
は
、

（
Ⅰ
）
（
Ⅱ
）
と
も
に
糖
尿
病
が

主
病
の
患
者
で
あ
っ
て
も
、
糖

尿
病
以
外
の
薬
剤
に
係
る
在
宅

自
己
注
射
指
導
管
理
料
は
併
算

定
可
能
と
な
っ
た
。
療
養
計
画

書
に
つ
い
て
は
患
者
の
署
名
が

不
要
と
な
る
。
ま
た
、
糖
尿
病

が
主
病
の
患
者
に
つ
い
て
は
眼

科
、
歯
科
と
の
連
携
を
評
価
し

た
「
眼
科
医
療
機
関
連
携
強
化

加
算
」
及
び
「
歯
科
医
療
機
関

連
携
強
化
加
算
」
が
新
設
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
同
（
Ⅱ
）
に
つ

い
て
は
生
活
習
慣
病
と
は
直
接

的
に
関
係
の
な
い
特
定
薬
剤
治

療
管
理
料
、
悪
性
腫
瘍
特
異
物

質
治
療
管
理
料
、
傷
病
手
当
金

意
見
書
交
付
料
、
療
養
費
同
意

書
交
付
料
な
ど
計
２１
の
医
学
管

理
料
が
包
括
の
対
象
外
と
な
っ

た
。
協
会
の
要
望
が
一
部
実
っ

た
形
だ
。
一
方
で
、
同
（
Ⅰ
）

に
つ
い
て
は
医
学
管
理
の
包
括

対
象
に
変
更
は
な
く
、
原
則
と

し
て
必
要
な
血
液
検
査
等
を
少

な
く
と
も
６
月
に
１
回
は
行
う

こ
と
が
要
件
化
さ
れ
る
。

　

外
来
デ
ー
タ
提
出
加
算
は

「
充
実
管
理
加
算
」
に
変
更
さ

れ
、
従
来
よ
り
簡
素
化
さ
れ
た

デ
ー
タ
提
出
に
加
え
診
療
の
実

績
に
応
じ
対
象
疾
病
（
脂
質
異

常
症
、
高
血
圧
症
、
糖
尿
病
）

ご
と
に
３
段
階
に
分
か
れ
る
。

実
績
の
詳
細
は
今
後
示
さ
れ
る
。

　

特
定
疾
患
療
養
管
理
料
は
対

象
疾
患
の
変
更
が
議
論
さ
れ
て

い
た
が
、
消
化
性
潰
瘍
の
あ
る

患
者
へ
の
投
与
が
禁
忌
で
あ
る

非
ス
テ
ロ
イ
ド
性
抗
炎
症
薬
の

投
与
を
受
け
て
い
る
胃
潰
瘍
及

び
十
二
指
腸
潰
瘍
の
患
者
が
対

象
外
と
な
っ
た
。
ま
た
、
施
設

基
準
に
患
者
の
状
態
に
応
じ
２８

日
以
上
の
長
期
処
方
又
は
リ
フ

ィ
ル
処
方
箋
を
交
付
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
対
応
可
能
で
あ
る

こ
と
を
院
内
掲
示
す
る
こ
と
が

追
加
さ
れ
た
。
こ
れ
は
現
行
の

生
活
習
慣
病
管
理
料
の
施
設
基

準
と
同
様
の
も
の
。
同
様
の
改

定
が
皮
膚
科
特
定
疾
患
指
導
管

理
料
、
婦
人
科
特
定
疾
患
治
療

管
理
料
、
小
児
科
外
来
診
療
料

等
に
も
盛
り
込
ま
れ
る
。
こ
れ

に
伴
い
、
処
方
箋
の
様
式
が
変

更
さ
れ
る
。

地
域
包
括
診
療
加
算

（
料
）に
外
来
デ
ー
タ

提
出
加
算
が
新
設

　

地
域
包
括
診
療
加
算
及
び
地

域
包
括
診
療
料
（
以
下
、
「
地

域
包
括
診
療
加
算
（
料
）
」
）
に

は
外
来
デ
ー
タ
提
出
加
算
が
新

こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
規
定

が
追
加
さ
れ
、
災
害
発
生
時
の

事
業
継
続
計
画
の
策
定
が
義
務

化
さ
れ
た
。
な
お
、
事
業
継
続

計
画
の
策
定
は
２７
年
５
月
３１
日

ま
で
の
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ

た
。
な
お
、
中
医
協
に
お
い
て

議
論
さ
れ
た
外
来
管
理
加
算
の

廃
止
や
、
処
方
箋
料
の
引
き
下

げ
は
短
冊
に
は
盛
り
込
ま
れ
な

か
っ
た
。

在
医
総
管
が
大
幅
改
定

「
月
２
回
以
上
訪
問

の
場
合
」の
算
定
に

条
件

　

在
宅
医
療
の
分
野
で
は
、
在

宅
時
医
学
総
合
管
理
料
及
び
施

設
入
居
時
等
医
学
総
合
管
理
料

（
以
下
、
「
在
宅
時
医
学
総
合
管

理
料
等
」
）
や
在
宅
療
養
支
援

診
療
所
の
施
設
基
準
、
訪
問
看

護
・
指
導
料
で
大
幅
な
改
定
が

な
さ
れ
る
。

　

在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料
等

で
は
「
月
２
回
以
上
訪
問
診
療

を
行
っ
て
い
る
場
合
（
難
病
等

を
除
く
）
」
に
つ
い
て
、
①
当

該
保
険
医
療
機
関
の
月
２
回
以

上
訪
問
診
療
を
行
う
患
者
が
一

定
数
未
満
で
あ
る
、
②
月
２
回

以
上
訪
問
診
療
を
行
う
患
者
数

に
占
め
る
別
表
第
８
の
２
（
末

期
の
悪
性
腫
瘍
や
難
病
等
の
患

者
）
も
し
く
は
別
表
第
８
の
３

（
包
括
的
支
援
加
算
の
対
象
患

者
）
の
患
者
数
が
一
定
割
合
以

上
―
の
ど
ち
ら
か
を
満
た
さ
な

け
れ
ば
、
算
定
で
き
な
く
な
る
。

　

ま
た
、
在
宅
療
養
支
援
診
療

所
に
お
い
て
、
第
三
者
（
株
式

会
社
等
）
を
利
用
し
て
２４
時
間

の
往
診
体
制
を
確
保
す
る
場

合
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
在

宅
医
療
を
担
当
す
る
常
勤
医
と

第
三
者
の
往
診
医
の
事
前
の
面

談
等
に
よ
る
診
療
方
針
の
共
有

が
な
け
れ
ば
往
診
が
可
能
な
体

制
の
確
保
に
該
当
し
な
い
こ
と

が
明
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
地
域

包
括
診
療
加
算
（
料
）
と
同
様
、

事
業
継
続
計
画
の
策
定
が
義
務

化
さ
れ
て
い
る
。
連
携
型
の
在

宅
療
養
支
援
診
療
所
に
お
い
て

は
、
訪
問
診
療
を
行
っ
て
い
る

医
師
に
よ
る
時
間
外
往
診
体
制

を
確
保
し
て
い
る
施
設
と
そ
れ

以
外
の
施
設
と
で
評
価
が
分
か

れ
る
。

　

同
一
建
物
居
住
者
訪
問
看

護
・
指
導
料
は
報
酬
体
系
が
大

幅
に
変
更
さ
れ
る
。
本
体
点
数

及
び
複
数
名
訪
問
看
護
加
算
の

評
価
が
細
分
化
さ
れ
、
①
３
人

以
上
９
人
以
下
、
②
１０
人
以
上

１９
人
以
下
、
③
２０
人
以
上
４９
人

以
下
、
④
５０
人
以
上
―
の
点
数

が
新
設
さ
れ
る
。
こ
れ
は
こ
の

間
報
道
さ
れ
た
訪
問
看
護
に
関

す
る
報
酬
の
不
正
請
求
へ
の
対

応
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
同
一
建
物
患
者
精
神
科

訪
問
看
護
・
指
導
料
に
つ
い
て

も
同
様
の
変
更
が
な
さ
れ
る
。

長
期
収
載
品
の
選
定

療
養
費
、保
険
給
付
が

縮
小
し
患
者
負
担
増

　

現
状
、
患
者
希
望
に
よ
り
長

期
収
載
品
を
使
用
す
る
場
合
、

後
発
医
薬
品
と
の
薬
価
差
の
４

分
の
１
相
当
を
患
者
負
担
と
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
が
薬
価
差
の
２
分
の
１
に
拡

大
さ
れ
る
。
保
険
給
付
の
対
象

額
を
縮
小
し
、
患
者
負
担
を
増

加
す
る
形
だ
。

　

栄
養
保
持
を
目
的
と
し
た
医

薬
品
に
つ
い
て
は
、
①
手
術
後

の
患
者
、
②
経
管
に
よ
り
栄
養

補
給
を
行
っ
て
い
る
患
者
、
③

疾
病
治
療
の
た
め
に
必
要
で
あ

り
他
の
食
事
で
は
で
き
な
い

等
、
医
師
が
特
に
医
療
上
使
用

の
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
患

者
の
み
が
保
険
給
付
の
対
象
と

な
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

看
護
業
務
へ
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

利
用
で
看
護
要
員
の

配
置
基
準
が
柔
軟
化

　

入
院
で
は
、
救
急
搬
送
件
数

や
全
身
麻
酔
手
術
の
実
施
件
数

に
応
じ
た
「
急
性
期
病
院
一
般

入
院
基
本
料
」
、「
急
性
期
病
院

精
神
科
病
棟
入
院
基
本
料
」
が

新
設
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
看
護
業
務
に
つ
い
て

Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
等
を
利
用
す
る
こ

と
で
１
日
の
看
護
要
員
数
の
規

定
並
び
に
看
護
師
の
比
率
に
関

す
る
規
定
を
満
た
さ
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
１
割
未
満
の
範

囲
内
で
あ
れ
ば
入
院
料
の
所
定

点
数
を
算
定
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
た
。
適
用
さ
れ
る
の
は
急
性

期
一
般
入
院
料
、
地
域
包
括
医

療
病
棟
入
院
料
、
緩
和
ケ
ア
病

棟
入
院
料
等
。
見
守
り
に
お
い

て
カ
メ
ラ
等
を
使
用
す
る
こ
と

や
、
看
護
記
録
の
作
成
に
音
声

入
力
や
電
子
カ
ル
テ
情
報
か
ら

の
自
動
的
な
サ
マ
リ
ー
の
生
成

な
ど
を
利
用
す
る
こ
と
が
条
件

と
な
っ
て
い
る
。

る
。
従
来
の
口
機
能
は
必
須
検

査
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
は

算
定
不
可
、
小
機
能
は
３
項
目

以
上
に
該
当
し
な
い
と
算
定
不

可
で
あ
る
た
め
、
今
次
改
定
で

対
象
患
者
が
拡
大
す
る
こ
と
に

な
る
。
な
お
、
口
機
能
１
の
必

須
検
査
の
う
ち
、
口
腔
細
菌
定

量
検
査
・
咀
嚼
能
力
検
査
・
咬

合
圧
検
査
の
施
設
基
準
は
撤
廃

さ
れ
る
（
舌
圧
検
査
は
従
来
か

ら
施
設
基
準
な
し
）
。

口
腔
機
能
指
導
加
算

が
独
立
し
た
点
数
に

　

前
回
２４
年
改
定
で
導
入
さ
れ

た
口
腔
機
能
指
導
加
算
（
歯
科

衛
生
実
地
指
導
料
へ
の
加
算
点

数
）
が
今
次
改
定
で
独
立
し
た

点
数
と
し
て
口
腔
機
能
実
地
指

導
料
と
な
る
。
こ
の
点
数
の
算

定
要
件
は
口
腔
機
能
指
導
加
算

と
大
き
な
相
違
は
な
い
も
の

の
、
施
設
基
準
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。
具
体
的
に
は
①
口
腔
機

能
の
指
導
等
に
係
る
適
切
な
研

修
を
受
け
た
歯
科
衛
生
士
が
１

名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
②
歯
科
衛
生
士
が
口
腔
機

能
の
指
導
を
行
う
た
め
の
設
備

及
び
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と

―
の
２
点
。
具
体
的
な
研
修
内

容
と
し
て
は
「
口
腔
機
能
発
達

不
全
症
及
び
口
腔
機
能
低
下
症

の
実
地
指
導
に
係
る
研
修
」
と

さ
れ
て
い
る
。

歯
科
訪
問
診
療
４
・

５
に
施
設
基
準
導
入

　

今
次
改
定
で
、
「
質
の
高
い

在
宅
歯
科
医
療
の
提
供
の
推

進
」
と
い
う
名
目
で
歯
科
訪
問

診
療
４
・
５
に
施
設
基
準
が
導

入
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
①
歯

科
訪
問
診
療
１
ま
た
は
歯
科
訪

問
診
療
２
を
行
っ
て
い
る
こ

と
、
②
当
該
地
域
に
お
い
て
保

険
医
療
機
関
、
介
護
・
福
祉
施

設
等
と
連
携
し
て
い
る
こ
と
―

の
い
ず
れ
か
１
点
と
併
せ
て
③

歯
科
訪
問
診
療
が
適
切
に
実
施

で
き
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

Ｓ
Ｐ
Ｔ
と
Ｐ
重
防
が

統
合
さ
れ
、
歯
周
病

継
続
支
援
治
療
に

　

多
く
の
医
療
機
関
が
算
定
し

て
い
る
歯
周
病
安
定
期
治
療

（
Ｓ
Ｐ
Ｔ
）
と
歯
周
病
重
症
化

予
防
治
療
（
Ｐ
重
防
）
が
統
合

さ
れ
、
歯
周
病
継
続
支
援
治
療

に
一
本
化
さ
れ
る
。
歯
周
病
継

歯
Ｃ
Ａ
Ｄ
等

歯
Ｃ
Ａ
Ｄ
等

「
咬
合
支
持
要
件
」撤
廃

「
咬
合
支
持
要
件
」撤
廃

生
活
習
慣
病
管
理
料
が
一
部
改
善

生
活
習
慣
病
管
理
料
が
一
部
改
善

　

賃
上
げ
分
・
物
価
対
応
分
等

を
除
く
歯
科
の
通
常
改
定
分
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
改
定

で
複
雑
か
つ
分
か
り
づ
ら
い
項

目
や
不
明
確
・
不
合
理
な
箇
所

を
整
理
・
簡
素
化
す
る
内
容
が

散
見
さ
れ
る
点
や
「
脱
金
パ
ラ
」

の
流
れ
が
加
速
し
て
い
る
点
が

特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

歯
管
の
評
価
見
直
し

と
初
診
月
減
算
廃
止

２０
年
改
定
で
導
入
さ
れ
た
歯

科
疾
患
管
理
料
（
歯
管
）
の
初

診
月
減
算
（
８０
／
１
０
０
）
が

廃
止
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
歯
管

の
点
数
そ
の
も
の
は
「
見
直
す
」

と
し
て
変
更
さ
れ
る
の
で
注
視

が
必
要
だ
。
歯
科
治
療
を
実
施

す
る
上
で
初
診
時
に
治
療
計
画

を
作
成
し
て
医
学
管
理
を
行
う

と
い
う
行
為
は
非
常
に
重
要
な

も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
減
算
す
る
こ
と
は
歯
科
医

学
的
妥
当
性
に
欠
け
る
も
の
と

し
て
協
会
・
保
団
連
は
是
正
要

求
を
し
て
い
た
。

口
機
能
・
小
機
能
の

対
象
患
者
拡
大

２０
年
に
歯
管
の
加
算
点
数
か

ら
独
立
し
た
口
腔
機
能
管
理
料

（
口
機
能
）
と
小
児
口
腔
機
能

管
理
料
（
小
機
能
）
が
口
機
能

１
・
２
、
小
機
能
１
・
２
に
そ

れ
ぞ
れ
細
分
化
さ
れ
る
。
口
機

能
１
に
つ
い
て
は
必
須
検
査

（
口
腔
細
菌
定
量
検
査
・
咀
嚼

能
力
検
査
・
咬
合
圧
検
査
・
口

腔

粘

膜

湿

潤

度

検

査
〈

新

設
〉
・
舌
圧
検
査
の
い
ず
れ
か

１
つ
）
を
実
施
し
た
口
腔
機
能

低
下
症
患
者
に
対
し
て
算
定
、

口
機
能
２
に
つ
い
て
は
必
須
検

査
を
実
施
し
て
い
な
い
口
腔
機

能
低
下
症
患
者
に
対
し
て
算

定
。
小
機
能
１
に
つ
い
て
は
口

腔
機
能
評
価
項
目
が
３
項
目
以

上
の
該
当
者
に
算
定
し
、
小
機

能
２
は
口
腔
機
能
評
価
項
目
が

２
項
目
の
該
当
者
に
算
定
す

　

（
１
面
続
き
）
医
科
で
は
「
生
活
習
慣
病
管
理
料（
Ⅱ
）
の
一
部
管
理
料

の
包
括
か
ら
の
除
外
」、「
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料
及
び
在
宅
療
養
支
援

診
療
所
等
の
見
直
し
」
等
が
行
わ
れ
る
。
歯
科
で
は「
歯
科
疾
患
管
理
料
の

見
直
し
」、「
歯
周
病
安
定
期
治
療
と
歯
周
病
重
症
化
予
防
治
療
が
統
合
」、

「
Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ
Ａ
Ｍ
冠
の
『
咬
合
支
持
算
定
要
件
』
撤
廃
」
等
が
行
わ
れ
る
。

　

現
時
点
（
１
月
２８
日
）
で
新
点
数
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
日
判
明

す
る
予
定
だ
。
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